
　

平
成
26
年
分
の
所
得
税
額
お
よ

び
平
成
27
年
度
の
町
道
民
税
額
を

決
定
す
る
重
要
な
申
告
で
す
の

で
、
都
合
の
よ
い
会
場
で
忘
れ
ず

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
所

得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
場
合

は
、
町
道
民
税
の
申
告
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
告
が
必
要
な
方
】

　

平
成
27
年
1
月
1
日
現
在
、
八

雲
町
に
居
住
し
て
い
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
給
与
所
得
ま
た
は
公
的
年
金
等

の
所
得
以
外
の
所
得（
事
業
、
不

動
産
、
譲
渡
、
一
時
等
）が
あ
る
方

②
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
所
得

か
ら
所
得
控
除
を
差
引
く
と
残
額

が
あ
る
場
合
で
、
税
金
が
源
泉
徴

収
さ
れ
て
い
な
い
方
、
ま
た
は
源

泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
税
金
が
あ
り

年
末
調
整
が
さ
れ
て
い
な
い
方

③
公
的
年
金
等
の
所
得
の
み
で
、

所
得
か
ら
所
得
控
除
を
差
引
く
と

残
額
が
あ
る
方（
年
金
収
入
が

4
0
0
万
円
以
下
で
、
年
金
以
外

の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
確
定
申
告
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
町
道
民
税
の

申
告
は
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

④
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者（
加
入

者
の
申
告
に
基
づ
く
よ
り
適
正
な

保
険
税
等
の
算
出
を
行
い
ま
す
。

無
収
入
の
方
や
障
害
年
金
、
遺
族

年
金
等
の
非
課
税
年
金
の
み
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
で
あ
っ
て
も
申

告
を
し
な
け
れ
ば
、
保
険
税
等
の

算
出
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
）。
た
だ
し
、
収

入
が
年
金
ま
た
は
給
与
の
み
の
方

は
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

【
申
告
に
必
要
な
も
の
】

①
収
入
が
わ
か
る
書
類（
給
与
や

年
金
の
源
泉
徴
収
票
、
仕
入
れ
お

よ
び
売
上
帳
簿
等
）

②
所
得
控
除
に
関
す
る
書
類（
国

民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
や

領
収
書
、
小
規
模
企
業
共
済
掛
金

等
控
除
証
明
書
、
生
命
保
険
料
や

個
人
年
金
の
控
除
証
明
書
、
地
震

保
険
料
や
旧
長
期
損
害
保
険
料
の

控
除
証
明
書
、
医
療
費
や
寄
附
金

の
領
収
書
、
障
害
者
手
帳
等
）

③
印
鑑（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

④
前
年
の
申
告
書
控
え（
有
る
場
合
）

※
八
雲
税
務
署
か
ら「
確
定
申
告

　

の
お
知
ら
せ
」（
確
定
申
告
書

　

等
）が
届
い
て
い
る
方
は
忘
れ

　

ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
還
付
申
告
に
つ
い
て
】

　

確
定
申
告
が
必
要
な
い
方
で

も
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予

定
納
税
を
し
た
税
金
が
納
め
過
ぎ

に
な
っ
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
年

末
調
整
に
よ
り
所
得
税
が
精
算
さ

れ
て
い
る
が
新
た
に
所
得
控
除
を

受
け
る
場
合
は
、
還
付
を
受
け
る

た
め
の
申
告（
還
付
申
告
）に
よ

り
税
金
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
還
付
申
告
は
既
に
八
雲

税
務
署
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
へ
】

　

譲
渡
所
得
の
内
容
に
よ
っ
て

は
、
申
告
に
時
間
が
か
か
る
た
め

八
雲
税
務
署
へ
引
き
継
ぐ
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。
な
お
、
3
月
9
日
〜
11
日
に

八
雲
税
務
署
で
専
門
職
員
が
申
告

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
都
合
の
良
い
方
は
、
こ
ち
ら

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
八
雲
税
務
署　

　

☎
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・
財
務
課
課
税
第
一
係　

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

所
得
税
や
町
民
税・

道
民
税
の
申
告
相
談
が

は
じ
ま
り
ま
す

お
近
く
の
会
場
で
お
早
め
に

平成２7年度（平成２6年分）申告相談日

16日（月）
17日（火）
18日（水）
19日（木）
20日（金）

23日（月）

24日（火）
25日（水）
26日（木）

27日（金）

2日（月）
3日（火）
4日（水）
5日（木）

9日（月）

10日（火）

11日（水）
12日（木）
13日（金）
16日（月）

折戸全域
2相沼･3相沼
4相沼･館平

白色漁業
白色漁業
白色漁業

泊川全域

見日全域
鮎川全域
平全域

根崎全域
雲石全域
畳岩全域
鳴神全域
西浜全域
関内全域

熊石地域（全域）
熊石地域（全域）

１０：００～１６：００
10：0０～１６：００
９：３０～16：００
９：３０～20：００
9：3０～１６：００

１０：００～１６：００

１０：００～１6：００
１０：００～１５：００
１０：００～１5：００

１０：００～１2：００
１０：００～１4：００
１０：００～１2：００
１０：００～１2：００

１０：００～１5：００

10：0０～16：００
9：3０～16：００
９：３０～20：００
９：３０～15：００

９:３０～１4:００
９:３０～１4:００
９:３０～１4:００

９:３０～１4:００
９:３０～11:3０
13:3０～１５:００

９:３０～１5:００

９：３０～１1：００
13：0０～１5：００
９：３０～１4：００

９：３０～１5：００
9：３０～１5：００
9：３０～１1：0０
13：0０～１５：００
９：３０～１1：００
13：0０～１5：００

９：３０～１4：００
９：３０～１4：００

東部生活館

役場第1・2会議室

八雲町民センター

落部町民センター

黒岩会館
野田生会館
山越中央会館
栄浜会館

落部町民センター

東部生活館

役場第1・2会議室

相 談 日
受付時間

八　雲　地　域 熊　石　地　域
会　　　　場

折戸振興会館
相沼母と子の家
総合センター

熊石総合支所
総合センター
折戸振興会館

泊川児童館

見日生活改善センター
鮎川生活館
平生活改善センター

熊石総合支所
熊石総合支所
畳岩振興会館
鳴神生活改善センター
西浜振興会館
関内生活改善センター

総合センター
熊石総合支所

会　　　　場 対象地区受付時間

２　
　
　

月

３　
　
　

月

2月16日B

3月16日B
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